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【提出書類】 訂正有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成27年10月23日提出

【発行者名】 三井住友アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横山　邦男

【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号

【事務連絡者氏名】 三島　克哉

【電話番号】 03-5405-0228

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）

※平成27年10月23日付で
　「米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）」に
　ファンド名称が変更されます。

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

継続募集額(平成27年10月23日から平成28年10月20日まで)

　1兆5,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成27年10月22日付をもって提出しました「日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（資

産成長型）」の有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、平成27年10月23日付で

ファンド名称を「米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）」に変更するため、本訂正届出書に

より訂正を行うものです。

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載し

ている内容は原届出書が更新されます。また、原届出書の「第二部　ファンド情報」の「第１ファンド

の状況　５運用状況」および「第３ファンドの経理状況」の冒頭に、ファンド名称変更に関する記載事

項が追加されます。
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第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

＜訂正前＞

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）

以下「当ファンド」ということがあります。また、「資産成長型」と略称することがあります。

 

＜訂正後＞

米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）

以下「当ファンド」ということがあります。また、「資産成長型」と略称することがあります。

※平成27年10月23日付で、ファンドの名称が「日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファン

ド（資産成長型）」から変更されています。

 

（４）【発行（売出）価格】

＜訂正前＞

（　略　）

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本

経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＮＢ米国成長」として掲載されます。

（　略　）

 

 

＜訂正後＞

（　略　）

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本

経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「米国小型成長」として掲載されます。

（　略　）
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成23年７月29日 信託契約締結、設定、運用開始。

 

 

＜訂正後＞

平成23年７月29日 信託契約締結、設定、運用開始。

平成27年10月23日 「日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（資産成長

型）」から「米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）」に名

称を変更。

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

＜更新後＞

「（１）投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産（米国の小型株）が同じで、決算頻度

が異なるファンドの情報を合わせて説明している部分があります。

イ　基本方針

当ファンドは、投資信託への投資を通じて、主として、米国の小型株等に投資し、信託財産の中

長期的な成長を目指して運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）主として、「ニューバーガー・バーマン・ＵＳスモール・キャップ・ファンド（ＪＰＹインス

ティチューショナル・ディストリビューティング・クラス）」および「マネーインカム・マ

ザーファンド」への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

（ロ）「ニューバーガー・バーマン・ＵＳスモール・キャップ・ファンド（ＪＰＹインスティチュー

ショナル・ディストリビューティング・クラス）」を通じて、主として米国の小型株等に投資

します。また、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

（ハ）「マネーインカム・マザーファンド」を通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金

融商品に投資します。

（ニ）原則として、「ニューバーガー・バーマン・ＵＳスモール・キャップ・ファンド（ＪＰＹイン

スティチューショナル・ディストリビューティング・クラス）」の投資比率を高位に保ちま

す。

（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（ヘ）主要投資対象とするファンドは、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更となる

場合があります。

ａ．ニューバーガー・バーマン・ＵＳスモール・キャップ・ファンド

（ＪＰＹインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス）

投資顧問会社 ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド
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主要運用対象 米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あ

るいは取引されている小型株。

運用の基本方針 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

ｂ．マネーインカム・マザーファンド

運用会社 三井住友アセットマネジメント株式会社

主要運用対象 円貨建ての短期公社債および短期金融商品

運用の基本方針 安定した収益の確保を目指します。

※上記ファンドの詳細に関しましては、後述の〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕を

ご覧ください。
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３【投資リスク】

＜更新後＞

イ　ファンドのもつリスクの特性

当ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。当ファンドが組み入れる投資

信託は、主として海外の株式を投資対象としており、その価格は、保有する株式の値動き、当該

発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。当ファンドが組み

入れる投資信託の価格の変動により、当ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落によ

り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ

て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果

を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、

貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金

には加入しておりません。

当ファンドが有するリスク等（他の投資信託の組入れを通じた実質的なリスク等となります。）

のうち主要なものは、以下の通りです。

（イ）株式市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が

下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
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れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり

ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落

し、基準価額が大きく下落する要因となります。

（ロ）為替変動リスク

外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影

響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ

ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ

ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ハ）信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、

当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ

ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い

場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。

（ニ）カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国

の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること

や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す

る要因となります。

（ホ）市場流動性リスク

ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市

場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に

は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ

ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ヘ）収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払

われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）

を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて

下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益

率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部

払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額

の値上がりが小さかった場合も同様です。

（ト）その他の留意点

当ファンドは、いわゆる小型株に着目して投資するファンドであり、株式市場全体の値動きと

比較して、相対的に値動きが大きくなることがあります。また、小型株の値動きが株式市場全

体の値動きと異なる場合、ファンドの基準価額の値動きは、株式市場全体の値動きと異なるこ

とがあります。

（チ）換金制限等に関する留意点

投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン

ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが

あります。

 

ロ　投資リスクの管理体制

リスク管理の実効性を高め、また、コンプライアンスの徹底を図るために、運用部門から独立し

た組織（リスク管理部および法務コンプライアンス部）を設置し、ファンドの投資リスクや法

令・諸規則等の遵守状況にかかる確認等を行っています。リスク管理部では、主に投資信託約

款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングを行います。また、

法務コンプライアンス部では、主に法令・諸規則等の遵守状況についての確認等を行います。投
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資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価委員会、リス

ク管理委員会およびコンプライアンス委員会への報告が義務づけられています。

 

（参考情報）投資リスクの定量的比較

 

平成27年10月23日付で、「日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）」の

ファンド名称が「米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）」に、変更されています。以下の

情報は、当該名称変更前のデータを記載しています。

 

 

５【運用状況】

＜追加＞「運用状況」の冒頭に以下の文言が追加されます。

 
平成27年10月23日付で、「日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）」のファ
ンド名称が「米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）」に変更されています。以下の情報は、当
該名称変更前の運用状況を記載しています。

第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】
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＜訂正前＞

（　略　）

ロ　基準価額の算出頻度・照会方法

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本

経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＮＢ米国成長」として掲載されます。

（　略　）

 

 

＜訂正後＞

（　略　）

ロ　基準価額の算出頻度・照会方法

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本

経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「米国小型成長」として掲載されます。

（　略　）
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第３【ファンドの経理状況】

＜追加＞「ファンドの経理状況」の冒頭に以下の文言が追加されます。
 
平成27年10月23日付で、「日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）」のファ
ンド名称が「米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）」に変更されています。以下の情報は、当
該名称変更前の経理状況を記載しています。
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